
AFIR/ERM 国際会議論文の動向 

― 定性的内容を扱うリスクマネジメント手法の展開 <AFIR 関連研究会> 

櫛引 亮 

 

【司会】 それでは、定刻となりましたので、始めさせていただければと思います。本会場はセッションＦ

605 会議室となっております。発表のタイトルは、「ＡＦＩＲ／ＥＲＭ国際会議論文の動向―定性的内容を扱

うリスクマネジメント手法の展開」で、ＡＦＩＲ関連研究会の櫛引さんから発表いただきます。では、お願

いいたします。 

 

【櫛引】 ご紹介いただきました櫛引でございます。それでは早速始めさせていただきます。 

まず、当研究会の位置付け説明します。ＩＡＡのセクションのひとつにＡＦＩＲ／ＥＲＭというセクショ

ンがあり、もともとはＡＦＩＲセクションだったのですが、これは、Actuarial Approach for Financial Risks

の略語となっています。ここでは、例えば仮に、リスク中立確率を使うのがフィナンシャルアプローチで、

実確率を使うのがアクチュアリーアプローチといったような狭い分類の話ではなくて、アクチュアリーたち

が、フィナンシャルの世界について勉強して成果を共有していきましょう、といった意味合いをもつセクシ

ョンでして、このセクションは毎年１回国際会議を開いております。当研究会では、そこで提出された論文

を一緒に会員で一緒に勉強し、それらの一部について要約を作って皆さんに紹介するという活動、また、Ａ

ＦＩＲ／ＥＲＭの国際会議に論文を投稿して発表するという活動、そして発表しに行ったら、他のプレゼン

テーションを聞いてきて、そのフィードバックを皆さんにご紹介するということを中心として活動していま

す。 

 

 

 

このスライドの４番に関連して、来年はＡＦＩＲ／ＥＲＭの国際会議が５月末から６月にかけてあるので

すが、当研究会では、現在、論文発表としてどのようなものを提出しようかいうことを検討しているところ

です。そのために、過去に国際会議で発表された論文について、俯瞰的に眺めつつ、興味深いもの少し深掘
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りして勉強し、次の提出論文に繋げて生きたいところです。今日の発表では、その過程のものとして、国際

会議で発表された論文の最近の傾向についての情報提供と、特徴ある論文、特に定性的なものを扱ったもの

について、いくつか取り上げ、その内容を少しだけ詳しくお伝えしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 ＡＦＩＲ／ＥＲＭの国際会議の開催状況ですが、スライド表示はＡＦＩＲ／ＥＲＭセクションのホームペ

ージから取った情報です。下から時系列の順番になっていて上に行くほど新しいものです。「今後」という四

角の中にありますが、来年は、スコットランドのエジンバラで行われます。このスライドの表示では 2013 年

のリヨンの次は 2015 年のシドニーとなっており、2014 年が入っていませんが、ご存じかもしれませんが、

2014 年はＩＣＡが、アメリカのワシントンＤＣで開催され、そこで一緒に行っています。2010 年については

ＩＣＡと一緒に行った、2006 年、2002 年はコングレスと一緒に行ったと書いてあるのですが、理由はわかり

ませんが 2014 年はなぜかそのようには記載されていません。他のセクションや他の団体との共同開催も結構

あります。ここには特に書かれておりませんけれども、来年のエジンバラの国際会議については、英国の

Institute and Faculty of Actuaries が主催する、Pensions, Risk, and Investment Conference というも
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のと併せてＡＦＩＲ／ＥＲＭセクションの会議が行われる。これもここには特に記載されていませんが、例

えば、2004 年のボストンの国際会議のときは、私が行ったときの記憶ですとインベストメント・アクチュア

リー・シンポジウムと共同開催になっていたと思います。 

 開催済みの一番直近のものはシドニーでの会議のものですが、そこにおける発表論文の勉強はこれからや

ろうとしているところであり、まだ眺めていないので、本日では扱いません。本日は、メキシコシティの投

稿論文とリヨンの投稿論文について概観し、その後、2014年のＩＣＡから三つ取り上げてご紹介いたします。 

まずは、メキシコ大会の方です。メキシコ大会には、当研究会の座長をされております山下さんが論文を

提出して参加しています。そこでは、分野としては、ソルベンシーⅡ関連などが多かったほか、長寿死亡率

関係関連の研究が目立ちました。 

 

 

これはアクチュアリージャーナル 2014 年 10 月号での研究会報告の冒頭部分ですが、「・・・確率過程等を

はじめ、数学的な高度なものが多く、近年の研究の特徴を引き継いでいる」と書いてあります。そう書いて

はありますが、2012 年のメキシコ会議からＥＲＭの分野がＡＦＩＲセクションの中に取り込まれることにな

りましたので、それ以前と比較すると少々特徴のある論文が入ってきております。それらを中心にざっと見

ていきたいなと思います。つまり、全体としては定量的なものが依然として多い中、それ以前と比較してと

いうことですが、定性的な研究が多かった年であったということです。 
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以後は、スライド中で星が付いているもに注目してください。最初は山下さんが発表したもので、上から

二つ目のものです。これは年金の運用方針に関する論文で、ＥＲＭのコンテクストにおける、と書いてあり

ますが、どのような意味かと言いますと、年金のファンドは、積立が十分かどうかの水準に関する状態につ

いては、それぞれであります。その積立水準の違いにより、リスクをどれくらい回避するかの態度は異なる

と考えられるが、その異なり方について、経年的な変化というものをサーベイによって調べた調査に基づく

分析です。つまり、積立水準というと年金全体の管理に関わるので、運用方法に関する技術的な分析を超え

て、全体的な視点で考えいますので、そのような意味でＥＲＭ的コンテクストというようなものになってい

ます。 

 

 

 

次の、スライド９ページでは、一番下のものに星を付けましたが、ガザードさん、コルブさんのによるこ

の論文では、オペレーショナルリスクを取り扱っています。ＥＲＭ分野がＡＦＩＲセクションに取り込まれ

た結果、オペレーショナルリスク関連の話題が結構出てくるようになったので、その代表選手として、この

論文について少し触れてみようと思います。そこでは、オペレーショナルリスクに関して、ソルベンシーⅡ

20-4



による標準リスクウエイトというものがあるのですが、その、リスクウエイトを計算するための方法論と水

準に関して議論されています。分析のために極値理論、Extreme Value Theory と言われていますが、それと、

コピュラを使い、分析をしております。結論としては、標準リスクウエイトは過小評価されているのではな

いかという見解を出しております。そのような意味ではこれは数量的な分析ですけれども、まずは、オペレ

ーショナルリスク関連というものが増えてきたという論文の動向についてついての例を紹介いたしまいた。 

 

 

 

 次のスライド 10 ページでは、まずは上から三つ目の所に星が付いておりまが、これも藤井健司さん、森本

祐司さんが代表で発表されている、大規模なサーベイに関する報告となっています。これは、東京リスクマ

ネージャー懇談会という団体、この団体は金融機関におけるリスク管理部署の担当者の集まりですが、それ

が 2012 年に、約 1,000 の会員に対してアンケートをとった調査を分析です。質問の中身はリスクマネジメン

ト全般にわたり、リスクマネジメントに対する考え方や現状について詳細な分析をしたものとなっておりま

す。 

その下の方、下から四つ目の星マークですが、「Black Swan Theory：We know absolutely nothing」とい

う題名の、コレアさん発表のものです。いわゆるブラック・スワン・セオリーについて、保険関連業界でど

う考えるべきかということを論じています。先ほど、極値理論やコピュラを用いて分析した論文の話があり

ましたが、さらに、エキストリームなレアな事象に対しては、数量的な分析が非常に難しいだろうという部

分に関する議論になっております。どのような議論かというと、どこまでが、例えば極値理論やコピュラを

使って、あるいは標準的な方法を使ってリスクを管理していける世界なのか、どこから先がブラック・スワ

ンなのか、というより分けを検討するものです。これはなかなか困難であり、恣意的により分けられること

が多いですけれども、恣意的にではなくて、客観的に「これ以上のレアな事象は、これこれの理由でブラッ

ク・スワンだから、ブラック・スワンらしく取り扱おう」と、そんなことだろうと思うですが、そのより分

ける客観的な方法をどうするかということに関する提言をしています。まずは 2012 年のところは、このよう

な感じです。 
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その翌年、2013 年はリヨンで行われました。当会からは横尾さんが出て研究成果を発表しています。その

論文に関しては発表前にＡＦＩＲ関連研究会では何回かディスカッションをしていますが、横尾さんのその

論文についてはまた後で触れることとします。 

 

 

 

ここにおいても「SolvencyⅡと長寿・死亡率関係の研究が目立った。また、分析手法については確率過程

等をはじめ、数学的に高度なものが多く」とあります。実際に当研究会において取り上げて重点的に勉強し

たのもこの路線に沿ったもので、確率過程をはじめ数学的に高度なものが取り上げられているものがピック

アップされていました。前年度の反動のようなものもあって、定性的な要素を議論の中心とした論文の数は

減っているとの印象です。たとえば、上から五つ目、題名に「quantitative methodology」という言葉が使

われていますが、このような、いわゆる定量的な分析に基づく論文が多かったということです。一番下の所

を見てみますと、これが横尾さんの出した論文です。スライドの一番下の行、一番下の論文の題名の 2 行目

に「Brownian-Bridge Mortality Model」という用語がありますが、「ブラウン運動の橋」ということで、定

量的なものに関して、理論的に難しい内容を数学的に分析した論文であり、この分野を理論的に前進をさせ
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ていこうという内容が盛り込まれた論文です。 

そのひとつ上の論文は死亡率に関するものであり、死亡率関係の論文が多かったここ数年間の傾向を表す

一例となっています。この論文は、スイスの状況の説明をしたうえで、スイスは人口が比較的少ないので、

少ない人口の死亡率をどのように分析するかということについて検討しています。大きい人口を取り扱うモ

デルを参照しつつ、少ない人口を取り扱うための死亡率をモデル化するための独自のアプローチを解説して

います。大きい人口用のモデルと小さい人口用のモデルとのスプレッドを、スリーファクターのリー・カー

ターモデルでモデル化する、というものです。リー・カーターを使った一連の論文というものがいくつも出

ている。先ほどの横尾さんの論文に老いても、リー・カーターモデルを進化させた形のものを前提にして、

その上でブラウニアン・ブリッジというものを使っています。そのような動向があることをまずは共有させ

ていただきました。 

 

 

 

 次のスライド 13 ページの一番上ですが、取り上げるのが死亡率ばかりになっていますが、フィリップ・ク

ラークさんの論文です。これは死亡率をヘッジするために、死亡率スワップというものを考えてみましょう

というものです。死亡率スワップのプライシングをするということを前提に、それをリスク管理に使いまし

ょう、という論文です。これも、金融商品として仮定した死亡率スワップのようもののプライシングですか

ら、やはり定量的な議論になっています。 

それから、死亡率関連ではないものとしてここで取り上げたいのは、下から２番目の論文です。ウィルキ

ーモデルとイールドマクロモデルの比較ということで、投資環境に関するモデルの比較をしています。デイ

ビッド・ウィルキー氏も協著者の一人となっています。エコノミック・シナリオ・ジェネレーターと関連が

大きいと思います。 
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 スライド 14 ページの三つ目の所に星をつけましたが、これは後で少し詳しく取り上げる三つの紹介論文と

関連がありますので、ここはいったん省略します。一番上の論文は、Estimation Errors and SCR Calculation

ということで、これもソルベンシーⅡ絡みですが、パラメーターを推計するときにパラメーターの推計誤差

自体があると、いわゆる変動の影響だけではなくて、推計誤差も取り入れた場合の、ソルベンシー基準のＳ

ＣＲを考えてみましょうというものです。その下の論文、Model Risk and Capital Requirements という題

名のものは、先ほどのものと、構造的には非常によく似ていますが、対象とするのがキャピタル・リクワイ

アメンツという、より一般的な背景で議論しています。また、モデルリスクを扱っていますので、パラメー

ター推計誤差とは、少し異なる視点で議論しています。 

次は上から五つ目の「RAPMs in a multi-standard environment」という論文について。マルチスタンダー

ド・エンバイロメントというのは、例えば、制約などを与える環境のようなもののことです。例えば、目的

に関しては、プライシング、キャピタル・アロケーション、投資判断、財務報告、あるいは職員に対するコ

ンペンセーション等、いろいろあり得ますが、そのようなものをマルチスタンダード・エンバイロメントと

いいます。そのために用いることができるように、リスク・アジャステッド・パフォーマンス・メジャメン

ト、リスクを考慮した成果の評価というものを考えましょうというものです。題名からだけでの印象なので

何とも言えないのですが、環境に応じてリスクのアジャストの方法というのは違うということなのかもしれ

ません。例えば、評価の道具としては、リターン・オブ・キャピタル、エコノミック・バリュー・アディド、

マーケット・バリュー・アディド、それから、リスク・アジャステッド・リターン・オン・キャピタル、Ｉ

ＲＲといったものがありますけれども、それらのツールをどのように用いて、どの目的に対してどう使うか

という議論だと思います。環境に応じてリスクに対する態度やツールが変わるという話は、後で少し詳しく

紹介する論文と話題的に関連性があると考え、ここで紹介をいたしました。 
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スライド15ページから17ページにも、リヨン大会発表のほかの論文の題名と著者が列挙されていますが、

ここでは具体的には触れず、後半に入りたいと思います。 

 

 

 

この三つの論文は、2014 年のＩＣＡの提出論文から三つピックアップしました。この三つは、直接の関連

はないので、話としては、まとまりのない三つの話ということになりますがご容赦ください。 

1 番上はかなり定性的な話題です。２番目は定性的な話と定量的な話と中間くらい、3番目はどちらかとい

うと定量的な話なのですが、定量的なものと定性的なものが混ざっていても一緒に取り扱えるようなツール

についての話です。全体として、定性的な問題を取り扱う論文の紹介という、今日の主題にそれほど外れて

いないと思います。最後の論文は、どちらかというとライフセクションの論文の色彩が濃いですが、2014 年

のＩＣＡというのは、特定のどこのセクションの発表かということがはっきりとはしてない上、ウエブサイ

ト上のこの論文の分類にＡＦＩＲ／ＥＲＭに関連する論文としてのマークもライフ関連のマークと一緒に付

いているので、取り上げてもよいと思いました。 
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 まずは一つ目です。論文の名前は、左下の枠内です。2014 年のＩＣＡに提出された、デイビッド・イング

ラム氏他による、文章ドキュメントでは“A Study of Insurer Risk Strategy”、プレゼン資料では“A Study 

of Reinsurer Risk Strategies”『再保険会社のリスク戦略に関するスタディー』です。このスタディーとい

うのは、アンケートを取って集計してそれを分析してみたという感じです。キーワードとしては、左上にこ

れに関連があるものを並べました。まずは Cultural Theory of Risk というものと、その二つ下、Plural 

rationality というものは、これはどちらも広い意味で文化人類学の中の、ひとつのトピックです。この二

つの用語とていうのは、実は、同じことを別な言い方で呼んでいるような感じです。なので、右側に記載し

た関連文献のカテゴリーとして、「Cultural Theory of Risk（Plural rationality について）」と書きまし

た。その理論に登場するグリッド・グループ論というのを、イングラム氏他が使って、保険業界に関する分

析のツールにしています。 

 イングラム氏はこれに関連する一連の論文を出しているのですが、ある論文で、Agent Based Model とい

うのを使っていますので、それも一応キーワードに入れておきました。保険業界を分析するためのツールと

して用いられました。 

 この一連の取り組みは、文化人類学から出てきている理論を使って分析しているという意味で、他の領域

の理論やツールを、保険業界というかアクチュアリーが取り扱う対象を分析するために、こちらに持ってき

て使っているという特徴があります。したがって、このようなものは面白いと思い、ご紹介しようと思いま

した。また、当研究会で国際会議に発表する論文を開発するアプローチとして、このような取り組みは参考

にできると考えました。 

 まず、関連文献のところで説明いたしますが、最初の関連文献が、『Risk and Culture』、リスクと文化で

す。これの和訳本は出ていないのですが、メアリー・ダグラスという人は、文化人類学の世界では一種の巨

人という感じで、着実に新たな知識を調べて漸次全身するというよりは、新たな理論自体を提唱するような

感じで、次から次へと新しいことに挑戦してきた方です。この人が書いた書籍で、この人自身の代表作と言

われているのが、『Purity and Danger』という書籍が 1966 年に出版されています。和訳本は少し違う感じの

題名となっており『汚穢と禁忌』です。禁忌というのはタブーですね。今はちくま学術文庫から出ておりま

すので、興味を持った方は購入できると思います。 

20-11



 ここで言っているのは、ここでいうデインジャーというのは危険というような意味であり、リスクという

言葉ではないのですが、危険をわれわれがどのように認識するかということの分析に着手したものです。そ

こをスタートとして、いろいろな人と共同研究を行い、このリスクに関するものを正面から取り上げ、アー

ロン・ウィルダフスキーという人と一緒に研究をし、『Risk and Culture』の出版にいたっている、というも

のです。 

このアーロン・ウィルダフスキーという人は、その下の文献『Cultural Theory』において、共著者の１人

として出ています。この本の共著者にマイケル・トンプソンという人がいます。マイケル・トンプソンとい

う人は、このイングラム氏の最近の一連の発表の中で、一つ目の論文と二つ目の論文に名前が出てきていま

す。このようにつながっている、という流れになっております。 

 

 

 

 スライド 21 ページの研究目的のところに記載してあるとおり、シンプルなものですが、各社が会社を取り

巻く様々なリスクに対して一つの管理戦略をとっているのか、各リスクに対してリスクごとに異なる戦略を

とっているのかについて、調べてみたということです。なぜこのような調査をしたかというモチベーション

については後ほどふれます。 

まず調査内容から簡単にいきますと、異なる保険会社の 8人に対してヒアリングをしています。リスクは、

代表的なリスクとして五つ取り上げています。具体的な会社名は記載されていませんが、おそらく再保険会

社に対するヒアリングだと思われます。とすると、いわゆる保険サイクルとかアンダーライティング・サイ

クルとか言われるマーケットの保険料水準の変動の影響が比較的大きい損害保険会社、とりわけ再保険会社

を取り巻く環境があるため、そのようなものに対する問題意識が、研究動機の一部にあったのだと私は思っ

ています。 
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リスク戦略の分類については、スライド 20 ページに戻りまして、この四つで定義しています。この定義は

文化人類学で使われたものということです。後でリスクの文化理論について説明するときにもう一回説明し

ます。個々のリスク戦略が、この分類のどれかにはっきり分けられるものかというと、そういうわけではな

くて、例えば、ある戦略が二つの効果を持つということはあり得る話であるということは言及されています。

例えば、保険金額の大きなものは再保険に出して保有の外に出してしまうということは、いわゆる自分の所

で抱えられない大きなリスクを放棄するという、Loss Controlling に該当しますが、保険金額をなるべく平

準化するという要素ももち、リスクを分散する Diversification の効果を高めるということで、この二つに

関連することになります。そのようなことはもちろんありますが、一応、四つに分けています。縮減という

のは、リスクそのものをとりませんよという意味合いもあります。最後の Risk Steering というのが、少し

分かりにくいのですけれども、全体の様子を見つつうまくバランスを取って混合してやっていきましょうと

いう戦略です。 

 

 

 

 ヒアリングの結果は、リスクの特性に応じて、異なる管理戦略をとっていることが明らかになったという、
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明確な結論です。このような結果になるだろうと想像できた方も当然多いでしょうが、やはりサーベイによ

って調べてみる、というのは大事なことだと私は思いました。もっとも、この結論だけで論文が終わってい

るだけではなくて、個々の、先ほどのこのリスクに対してどのような回答があったかということを一つ一つ

分析していますが、それらの点につきましてはここでは省略いたします。 

次への課題については、論文のイントロにおいても最後の章においても言及されていました。各社のリス

クに対する見方と管理戦略のチョイスの関係を、ここで言う複数合理性理論、Plural rationality、Cultural 

Theory of Risk という言い方もありますが、それと結び付けて説明することを試みることを課題としていま

す。当論文はそのための材料を集めたということだと思います。ですので、この調査をしたモチベーション

というものは、次の論文への発展のためにあるということです。 

 

 

 

では、この課題が、彼らの一連の研究の中でどのような位置付けとなっているか、このスライド 23 ページ

の右側にある過去からの流れでいくと、まずは、文化人類学のグリッド・グループ論を背景にした分析のた

めに、エージェントもでるでシミュレーションをしてみたという論文が一つ目。ここには書きませんでした

が、二つ目との間に、インシュアランス・サイクルに関する分析をした論文があって、その後、2013 年のリ

ヨン大会で発表された、二段めの、グリッド・グループ論とリスクの文化理論を背景にした、保険監督者、

レギュレーターの態度の分析に関連する論文があります。そして今度は、保険会社そのもののことを調べま

しょうということだと思います。ＩＣＡに提出されたものは、まずはサーベイの部分の報告を行った、とい

う流れです。ですので、この次には、保険会社の態度の分析をリスクの文化理論と関連させて、という論点

に入っていくのだろうと思います。なお、このスライドの左側に、リスクの文化理論と、その理論の開拓者

の一人であるメアリー・ダグラスの研究の流れについて触れていますのであとで読んでいただければと思い

ます。『汚穢と禁忌』は、時代に対して進み過ぎていたのか、最初の２、３年で 200 部ぐらいしか売れなかっ

たそうですが、驚異的なその後ベストセラーになってある新聞社によると、20世紀の 100 冊に選ばれたこと

もあったようです。 
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次のスライド 24 ページは「サプライズゲーム」という、『ASTIN Bulletin』に掲載されイングラム氏らの

論文に関して、ASTIN 関連研究会が、概要の和訳をアクチュアリージャーナルに載せていますので、それを

転載いたしました。 

 

 

 

この「サプライズゲーム」についてですが、横軸が年単位の時系列です。細かくて見えにくいかもしれま

せんが、ブーム、ノーマル、リセッションとあります。積み重なっているグラフ部分を下から見ていくと、

プラグマティスト、コンサベイター、マキシマイザー、マネージャーがあって、これの数の割合が時系列で

変化しています。つまりサプライズゲームというのは、あるルールに基づいて、このようなリスクに対する

態度をとりなさいという、リスクへの見方と、リスクへの対処の方法が決められていて、シミュレーション

するというゲームであり、その態度のダイナミックな動きを描写してしています。この動きはエージェント・

ベースド・モデルを使った結果ということです。エージェント・ベースド・モデルというのは、数式的に均

衡を求めるような経済学の理論と違って、このようなダイナミックな動きについて、うまく活用すれば、有

効な情報が得られますよという話だと思うのです。 
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これがサプライズゲームの結果です。その中での説明に、スライド 26 ページの左側の図、細かくてすみませ

んが、縦二つ、横二で四つの象限があり、横がグリッドで、縦がグループの区分けとされます。四つの社会

に対する関わり方の態度、このところが文化人類学から出てきた概念です。 

 まずは、インディビジュアリズムというのは、リスクというものは管理可能で、ボールが右側に行っても

結局真ん中に戻ってきますよ、左側に行っても戻ってきますよという感じで、リスクをどんどん積極的に取

りに行って管理していけば、リスクから得られる収益が期待できるので、リスクを上手にとりましょう、と

いう感じのものです。このような一般的な態度を、事業や投資に関する行動とを結び付けているのが、この

イングラム氏やマイケル・トンプソン氏の発想のようです。この四つの分類自体は、社会自体、ある特定の

社会が、その社会の構成員に対して、どのような態度を取ることを規定しているかという意味において、文

化人類学の研究対象とされたもののようでした。例えば、未開社会を分析して、未開社会で特有の習慣を分

析するのが文化人類学ですが、メアリー・ダグラスという人は、そのような未開社会特有のものを研究して、

「ああ、そうなんだ、そういうことなんだ、未開社会って独特な特徴をもっているね」という研究から一歩

進んで、そこにおける構造は、われわれの高度に文明化された社会でも同じことが起きているのではないか、

といった一般的な構造の分析に研究の主題を持ちこんでいるので、私は、そのような意味において、文化人

類学が、いわゆる社会学につながってきていると思います。右半分のほうの図ですが、この四つを、今度は

それぞれの態度と見て縦に並べています。横にも同じ図がここに並んでいますが、こちらのほうは、アクチ

ュアルワールドということで、環境を示します。たとえば、左から 2 つ目のリセッションンは、ボールが一

番上にある状況でかろうじて安定をとっていますが、ちょっと右に行くと、あっというまにボールが落ちて

しまいます。つまりリセッションの段階では非常にリスクが高い状況になっているという表現です。ブーム

などは、ぐんぐん揺らしても落ちずに、上にあがることができる。リスクをとるインセンティブが表現され

ているような図になります。ノーマルというのは、右や左の方に大きく外れていくと、落ちていきますが、

中心付近の管理可能な領域ではブームと同じような環境にあって、態度のほうでいえばマキシマイザーとい

う態度と親和性がある、といったものです。 

元に戻って 20 ページのリスク管理戦略と対応させると、Diversification とプラグマティスト、つまり、

「予想は困難。では分散しましょう」という中庸な考え方、あるいは少々消極的な態度。Loss Controlling
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とコンサベイターが対応し、「リスクを完全に避けましょう」という態度。Risk Trading とマキシマイザー

が対応し、「リスクをどんどん取り込んでいきましょう」という態度。Risk Steering とマネージャーが対応

し、全体的に考えてバランスをとりましょうという態度。27 ページに進みます。 

 

 

 

 

 

保険監督者が過去に時系列的にどのような行動を取ってきたかということを分析に使ったのが、ICA の１

年前のリヨン大会における論文です。スライド 28 ページもそれに関連する図表です。詳細はここでは省きま

すが、やはり縦と横四つずつに分けて分析の対象にしています。具体的な結論や内容についてはここでは省

略させてください。次のトピックに進もうと思います。 
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次はＡＨＰの活用。ＡＨＰというのは、15 年ぐらい前に、日本語での解説本が何冊も出たので、当時から

興味を持っていました。定性的な要素を考慮する意思決定の場面において、結構役に立つツールだと思いま

す。 

 

 

 

ＡＨＰそのものに関しては後で説明しますが、ここで取り上げる論文は、ステプチェンコさんという人が、

サーベイの分析にＡＨＰを使っているものです。ＡＨＰを使うこと自体が論文の主題というよりは、もちろ

ん分析の対象および分析結果が主題なのですが、分析方法としてのＡＨＰについても、このような分析をし

てみたらいかがという推奨も含まれています。ラトビアという国の保険業界というのは、まだ若く、オペレ

ーショナルリスクの取り扱いについて、高度なことを求めるのは難しいということで、まずは、リスクカル

チャーを保険業界に対して醸成しましょうという、という目的をもって、リスクに関するアンケートを取っ

てそれを分析し、それをフィードバックしたという論文です。 
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結果はスライド 31 ページのようになっています。オペレーショナルリスクを 10 のサブリスクに分けて、複

数の人にアンケートを取っています。複数の人のアンケート回答から、平均的な結果を得るためのやり方に

はいろいろ方法はあると思いますが、ここにおいてはＡＨＰを用いて分析したということです。行列になっ

ていて、各要素欄に点数が付いています。ＡＨＰを用いて分析すると、右側で表示されている、インポータ

ンス、重要度が計算できました、ということです。重要度は、合計すると１になるように標準化されていま

す。中でも重要度が大きいものは、ヒューマンリソースリスクとＩＴリスクということになりました。「リス

クに対してどう考えますか」ということに対するアンケートを、数字で答えてもらうのですが、いくつか難

点があって、「数字で答えるのは難しいね」「人によって判断基準違うんじゃないの？」、そのような問題点を

うまく取り扱って分析できるツールとして、ＡＨＰがあるということです。 

なお、この論文においては、後半において、別の分析も行っておりまして、各実務ファンクションに対す

る分析もしています。 
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オーディットファンクション、リスクマネジメント、アクチュアリアルファンクションに関するものです。

時間がないので、ここのところは省略します。ひとつだけコメントすると、論文には特段書かれていないの

ですが、Ｐｉというのは、Ｗ×Ｐになっているだろうと計算したら、つまり、ここで言う重要度比率というも

のは、このＰがリスク発生確率なので、Ｗがそれにさらされている量のような感じなのですかね。そう考え

ると、最終的な発生率がＰｉとして出てきている、と理解できます。 

 

 

 

 ＡＨＰについて、私が参考にした本の「はじめに」という所で、結構よくまとめてあるので、スライド 34

ページにそのまま載せました。複数の目的をもつようなものに対してどう意思決定していくかということに

対して、うまく使えるというところです。ここの三つ目のパラグラフの、主観的判断とシステムアプローチ

をうまくミックスした手法の一つとして広く適用されているというものがＡＨＰです。このＡＨＰというの

は技法、テクニックとして非常に分かりやすいし、計算の方法についても、発展形のものも含めて、プログ

ラムもありようなので、便利なツールだと私は感じました。 
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例えばノートパソコン、「この四つのノートパソコンどれがいいでしょう」というときに、いろんな観点があ

って、なかなか意思決定できません。お店の人が寄ってきて、「大きさどんなのがいいですか」と聞かれても、

「性能にもよるしな」「値段にもよるしな」と考える。「じゃ、どれが優先なんですか」と聞かれても「優先

度と言われても・・・」というような会話があったとします。その会話をシステマチックに分析材料にして、

結果として、どれが 1番、どれが２番といった結果を出せるということです。 

 ただし、今、店員との会話の中で、「『どれが優先ですか』と聞かれても」とあるので、「性能と値段ではど

ちらをどれだけあなたは優先しますか」と、１個対１個の比較でやってもらうと、つまり５個あるので、５

×５の比較表ができます。５×５の比較表だと、自分自身と比較するときは常に１で、他と比較するときは、

１から９までのスケールを使います。１、３、５、７、９の定義は下のほうに書いてありますが、２、４、

６、８もその間のものとして使います。逆であれば、その逆数が使われるので、全部で 17 段階。結構細かい

ですね。なぜそんな細かいのを使うかというのは、これは、何かこの理論の提唱者であるサーティーという

人の考えがあるのでしょう。一般的には、これは９段階ではなくてもよくて、３段階や、例えば、直線でな

くても、１、２、４、８と、そのようなものを使ってもいいでしょう、という見解もあるようです。 
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そして、その行列に対する、主固有ベクトルを求めます。主固有ベクトルというのは、最大固有値に対す

る固有ベクトルです。スカラー倍に関しては自由なので、成分の和が１になるように標準化したものが、先

ほどの重みとなるわけです。 

 この重みを作ったあとに、その一つ一つの評価基準に対して四つ、ここはデザインから出ていますから、

デザインに関してＡＢＣＤを比べてみて同じようなことをやる。そうすると、デザインに関しては、Ｃが１

位、Ｂが２位で、Ｃがポイント６、Ｂがポイント２、あと、ポイント２をＡとＤが分け合うという感じで、

加重平均すると結果が出てくるという、という計算プロセスになります。プロセスは非常に分かりやすい。

ただし、この一個対一個の比較について、独立に情報を回収するので、じゃんけん現象のように矛盾したこ

とを回答してしまいそうな場合もあります。 

 例えばＡよりＢの方がいい、ＢよりＣの方がいい、ＣよりＡの方がいいとなったら、当然そこからはおか

しな結果が出る。ＡＨＰにはそのようなものを検出するが出てくる指標というのがあって、それが、ＣＩと

して表現されます。実務的には、ＣＩが 0.015 以下であれば問題なしとされることが多いようです。大きい

ときは何か内部矛盾を起こしている可能性がある。このようにＣＩで常にチェックできるというところがポ

イントです。 

ＡＨＰがうまく働く数学的背景としてフロベニウスの定理があるのですが、実務作業としては非常にシン

プルなものです。 
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また、その後、きつかった前提条件を緩めていく研究が進んでおります。スライド 37 ページに発展と応用

の項目だけ記載しました。時間ののこともありますので、これはここで省略し、次の論文紹介に移ります。 

 

 

 

Tree‐based Method の応用についてです。この論文は、死亡率および就業不能率を分析するためにこれを

使ってみたというものです。このスライド 38 ページの右側の参考文献の日本語の文献の所ですが、この三つ

情報量も多く、非常に参考になります。「統計的学習の基礎」という書籍は、この後にデータ分析のセッショ

ンがあると思いますが、それとも深く関連すると思います。非常に幅広いことが書いてある本です。Tree‐

based Method そのものについては、ここの一番下の、「Rで学ぶ・・・」という本が読みやすいかと思います。 
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Tree‐based Method を使ったら場合、結果とその解釈が容易で分かりやすいと論文の著者は言っています。

どのようなときに有用かというと、多くのリスクファクターがあり、それらが独立でないというときに有用

であるとのことです。なお、試行錯誤の留意が必要というコメントが論文中にあります。自動的に計算する

ためのメソッドなのに試行錯誤の留意が必要というのは、ちょっと矛盾しているのではないかというのがあ

りますけれども、やはり道具というのは使う人が考えながら使うという点について留意をもたらしたという

こだと思います。 

背景は、スライドを少し飛ばして、43ページにあります。 

 

 

 

論文の中身ですが、スライドの 40 ページに戻ります。 
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これは線型結合で求めたときにあまりうまくいかないですよ、という例です。Tree‐based Method を使う

例というのは右下の図。線型結合の場合ですと、左の表、女性の 550 と 350 の開きが多くなり過ぎるという

問題が出ます、ということのようです。 

 

 

 

死亡率に適用する例はスライド 41 ページ。死亡率ですと、たとえば、極端な場合、年齢別にこのツリーを、

１歳、１歳でなかったら２歳、２歳でなかったら３歳とわけることもでき、これは群団別にやると５歳刻み

にできる、といったことも含めて、当たり前の話ではないかという印象もありますが、例えば、この例です

と、43 歳以下だと男女別にはしていない、そういった、統合も可能だということです。 
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もう少し複雑なところで、就業不能率のところでいきますと、スライド 42 ページ。就業不能率に関連する

変数は、会社と性別、年齢、オキュペーションこれは職業、セレクションというのは保険年度、それからサ

ムというのは、表定保険金額の大さです。このように、たくさん変数があるとき、Tree‐based Method がよ

く働いてくれる。極端なことを言うと標本の数より変数の方が多い場合でも扱えるという性質を持っていま

すので、変数が多い時に使えるものです。その変数どうしに関連があるというときには、線型では、先ほど

のような不十分なことが起こりますので、このような方法でツリーに分けていくといいです。 

このツリーの見方です。スライド 41 ページに戻ります。ツリーで分けて、各ツリーの一番先の枝の所に、

その枝の先に値が付いています。この 0.479 というのが死亡率。1.234、1.498。つまり、43 歳以下は 0.479

で定数ですよということで、定数値をおいていくというシンプルなパターンです。 

 

 

 

 一番基礎となる CART 法についての説明がスライド 44 ページです。ツリーの分岐は、それぞれ二つに分岐

するものです。ツリーを作るときは、前進過程というものがあって、ある判断基準を用いてどんどん枝分か

れさせていくプロセスがあります。また、枝分かれ数が増てきたら、また、ある判断基準により、評価値い
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くつ以下になったらストップというような、ストップの基準というものもあります。 

次に後退過程というものがあって、弱い枝、これは枝分かれの説明度の強さの指標を用いて、比較的弱い

ものからどんどん刈り込んでいくものです。刈り込んでいく過程のすべてのツリーの状態については、集合

の包含関係で順序が決まる。その中のどれが最適なモデルであるか、ということを、その選択する基準も存

在する。大雑把にいってそのような仕組みであり、それに関する理論があるということです。 

これも、その後、いろいろ発展しておりまして、MARS 法や、Bagging 法、ここには書き忘れましたが、ブ

ースティング法もあります。さらに発展させていって、Random Forest 法につながります。Random Forest 法

というものは統計解析をやる方には非常になじみのあるツールです。このような流れの中で、ここまで至っ

ているのだなということをお知りおきになって、皆さんも興味を持っていただけたら幸いです。われわれも

今後勉強を進めていこうと思っております。最後に、樹木を用いた分析の利点および欠点に関しての記述を、

「統計的学習の基礎」の中で見つけましたので、その表を紹介して終わります。 

 

 

 

 

【司会】 どうもありがとうございました。残り時間わずかですが、ご質問一つぐらいございましたら、お

願いいたします。 

 ございませんでしょうか。では、私から１点なのですが、例えば、ＡＨＰはそんなに新しくでてきた手法

ではないという話なのですが、これが以前はさかんに使われていて、そのご一時期あまり目立たなくなって、

またここにおいて取り上げられきているというのは、何か理由があってなのか、そのあたりのコメントをい

ただければと思います。 

 

【櫛引】 あまり使われなくなったということがあるかどうかはよく分からないですけれども、日本語の一

般向けの書籍の出版においては、ある時期に多く出て、その後あまり出ていなかったことはあるようです。

ただし、理論や実務上の工夫については、着実に進歩していって、サーティーさんによる研究もＡＨＰから

ＡＮＰに進化していますし、この分野に関して継続的に研究をしている日本人の研究者もいるようです。応

用にかんする日本独自の研究に関しても、たとえば支配型ＡＨＰというようなものも開発されてきています。

特に、集団で用いる意思決定や、行政の判断において、ケーススタディーとして使われることが多いようで
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す。 

 

【司会】 分かりました。それでは、時間もまいりましたので、これで終わりにさせていただければと思い

ます。櫛引さん、どうもありがとうございました。 
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